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さつきニュースVol.42で「ど
うなる？どう変わった？離婚後
の『共同親権』導入」との記事
を書きましたが（バックナン
バーは当事務所ホームページか
らご覧いただけます。）、いつか
ら改正民法が適用されるのか、
が決定しました。令和８（2026）
年４月１日です。

１．�共同親権制度に関するお
さらい

ここで、今回改正により導入
される共同親権の制度につい
て、以前の記事のおさらいをし
ます。
これまでは、離婚時に、父母
どちらか１人を親権者と決めて
いましたが、改正民法施行後は、
①父母のうち１人だけを親権者
とするか（単独親権）、②２人
とも親権者とするか（共同親権）
を選ぶことになります。どちら
を選ぶかは、夫婦が話し合いで
決めますが、話し合いがまとま
らないときは、裁判所にどちら
にするかを決めてもらうことに
なります。
もし、共同親権になった場合、
子どもを育てている方の親は、

子どもの日常的な世話に関して
は変わりなく行えますが、子ど
もに関する大事なことを決める
とき、もう１人の親権者の同意
を必要とされる場合があります。
たとえば、受験（進学先の決定）・
転校、パスポートの取得、引っ
越し（居住地の変更）、生命に
関わる手術、などです。同意を
求めても、もう１人の親権者が
同意してくれない・返事をして
くれないときは、裁判所に対し
て、意見対立を調整するための
手続きを申し立てたり、単独で
決めてよいと認めてもらうため
の手続きを申し立てたりする必
要があります。

２．法務省のQ＆A

改正民法の施行にあたり、法
務局からQ＆Aも公表されてい

弁護士　本條裕 子

これから始まる
新しい離婚後の親権制度
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2026年がみなさまにとって良い年になりますように。
今年もよろしくお願いします。
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ます。今回はその内容の一部を
紹介します。

①新民法の下では、共同親
権の方が認められやすい
のか？

個別具体的な事情に即して、
子の利益の観点から最善を判断
すべきであり、共同親権・単独
親権のどちらが認められやすい
ということは一概にはいえない。

②父母の合意がないにもか
かわらず共同親権と定め
られる場合として、どのよ
うな場合が考えられるか？

同居親による子の養育に不安
があり、関係機関による支援・

関与に加えて別居親の関与が
あった方が子の利益にかなう
ケース、父母間の感情的な問題
と親子関係を切り分けることが
できるケースなど。

③改正法の施行前に離婚を
した父母は、父母双方を
親権者とすることができ
るか？

親権者変更の申立てを行い、
裁判所が子の利益のため、父母
と子の関係や父母の関係その他
一切の事情を考慮して判断する
ことになる。その際には、個別
具体的な事情に即して、父母の
一方が養育に関する責任をこれ
まで十分に果たしてきたかや、
父母相互の人格尊重・協力義務

を遵守してきたかも考慮要素の
１つになると考えられる。

④共同で親権を行使すべき
事柄について、連絡した
にもかかわらず相手から
返事がない場合はどうし
たらよいか？

協議を求めた事柄の性質や父
母間の関係等に照らして相当な
期間内に反応がなかったり、特
定の態度を示さなかったりする
ような場合は、相手から黙示的
な合意があったと評価すること
ができる場面も多いと考えられ
る。なお、子の利益のために急
迫の事情がある場合には、単独
で親権を行使することができる
（新民法824条の２第１項３号）。

⑤「子の利益のため急迫の
事情があるとき」とはどの
ような場合か？

DVや虐待からの避難をする
必要がある場合、子に緊急の医
療行為を受けさせる必要がある
場合、入学手続きの期限が迫っ
ているような場合などである。
また、父母間の深刻な意見対立
等により、父母の協議や家庭裁
判所の手続きを経ていては適時
に親権行使ができない事情があ
る場合も当たりうる。

これはほんの一部ですが、今
後は、どういった場合がどの条
文に当たりうるか、このQ＆A
を参考にしつつ個別具体的に考
えて行くことになります。判断
に悩む場合も出てくるでしょう
けれど、それぞれの方にとって
良い解決に繋がるよう努力して
いきたいと思います。

磨かれた洞察力

当事務所に入所し、所長で
ある山下弁護士の下で働くこ
と、10年を超えました。
依頼者さんが、打合せ時に

「音声データをMP3で送りま
すね」と仰ったのに対し、山
下弁護士は「スター□ォーズ
みたいやな」と答えました。
周りがきょとんとしている中、
私が「C3P□のことですね」
と答えると、同席していた皆
さんに、「何で今のでわかる
んですか」と笑われました。
そんなエピソードがちょこ
ちょこあるため、依頼者さん
からも、親しい弁護士の先生
からも、「良い師弟コンビで
すね」と言われてきました。
私自身も、山下弁護士の言

いたいことは大体わかるよう
になったのではないかと自負
してましたが、そんな私でも
わからないこともありました。
あるとき、所内で話してい

る際、山下弁護士が「それ、あ
れみたいやな。ほら、あれ、甘
いお菓子いっぱい食べる、ラ
イトくんのやつ」と言ったの
ですが、私はさっぱり何のこ
とかわかりませんでした。と
ころが、横から、すかさず事
務局の菅が、「それは、□ス
ノートのエ□のことですね」
と答えていました。山下弁護
士も、「そうそう！それよ、そ
れ！」と答え、当たっていた様
子。さすが、勤続20年を超え
る菅さん。お見それしました。

弁護士　本條裕子
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さつきニュースvol.42に書い
た「本條弁護士とタクシー」が
好評だったので、続編を書きま
す。今回は、本條弁護士の大胆
不敵さについてです。
弁護士は、相手方との関係で
危険な場面に遭遇することがあ
ります。2010年には大阪の法
律事務所の事務員さんが、2012
年には若手の尊敬を集めていた
秋田の人権派弁護士が、いずれ
も家事事件の相手方に刺殺され
ました。私の友人は、弁護士デ
ビューの日、ボスの替わりに出
た法廷で相手方から殴られまし
た。なので日弁連は、相手方が
突然直接、事務所に来所したと
き等、類型毎にガイドラインを
作成して注意を呼びかけていま
す。
さつき事務所は平和な事務所
ですが、本條弁護士が弁護士１
年目のとき、本條が送った通知
書が気に入らないとして相手方

が事務所にやって来たことがあ
ります。相手方はこちらの求め
に応じて事務所から出たもの
の、エレベーター前に座って動
きません。そのうち本條が弁護
士会の委員会に出かける時間が
迫ってきました。当然私は本條
弁護士に、「外に出ん方がええ。
きょうは委員会はサボったら」
と言い、本條は忠告に従ってく
れるものと思っていました（コ
ロナ前でZoom出席のシステム
がなかったのです）。
ところがしばらくすると本條
弁護士は、「やっぱり行ってき
まーす。大丈夫でーす」と笑顔
で言い（目だけキラーンと光っ
ていた）、玄関ドアを開け、相
手方の前をスーッと通って出か
けて行ったのです。相手方は、
本條の美貌に圧倒されたのか、
あるいは、本條が自然すぎたか
らか、声も出さないままでした。
まるで、風の谷をメーヴェに

乗って舞い降りるナウシカのよ
うです。
その日、本條は委員会で報告

する担当だったそうで、責任感
の強い本條ならではのエピソー
ドですが、本條を行かせてし
まった私は日弁連のガイドライ
ン的にはダメなボスでした。
以上、「本條弁護士大胆不敵

エピソード」でした。

弁護士　山下信 子

本條弁護士は大胆不敵!?

2009年頃　＠ポーランドのクラクフ市

去年の秋　司法研修所の同期と　@石垣島
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事務所へのアクセス

河原町通二条の交差点を西へ入り、少
し行った南側、漢方薬局「延寿堂ビル」
の２階です。
交通機関は、地下鉄東西線又は市バス

「市役所前」から歩いて５分弱、京阪三条
駅から歩いても10分程度。
お車でお越しの際は、事務所専用の駐

車場は設けておりませんので、付近の駐
車場をご利用ください。
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二条通

京都さつき法律事務所
（延寿堂第二ビル２階）
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N平畑静塔
「戦利砲寡婦とぽつんと市府の暮」
俳句の教養のない私にも、こ
の句が夫を戦争で亡くした妻の
寂寥という「当たり前」の心景
を詠んだ、それゆえ優れて普遍
的な句であることはわかりま
す。「戦傷の寂しき姿、戦死者
遺家族、特に寡婦の寂しき生活
状態、或いは下層階級の惨めな
る生活状況を表現している」と
は正しい評釈です。けれど、こ
の評釈は同時に、「一見何でも
ないように見えるものが、内部
に相当突き進んだものを含んで
おり、直感的に反戦反軍的なも
のを感じさせる……」（京都地
方裁判所検事局思想検事）と問
題視し、詠み人である京都帝大
卒の若い精神科医平畑静塔は、
京都の五条署に逮捕拘留され、
治安維持法（1925年４月から
1945年10月）違反の罪により
懲役２年執行猶予３年の有罪判
決を受けました（「京大俳句事
件」）。判決を可能にしたのは、
「運動」と無関係な人物でも反
戦の匂いがすれば、「新興俳句
の名の下に俳句の持つ合法性を
巧みに擬装し、反戦反ファッ
ショ運動を通じて共産主義思想
の普及に狂奔しつつありたる」
（「特高月報」1945年５月分）
と決めつけ、「国体を変革する
ことを目的として結社を組織し
た者」等として自白調書を作成
する手法でした。
この事件をきっかけとして多
数の俳人が検挙され、５つの俳
句誌が解散に追い込まれます。
そして、検挙された人々には特
高警察の監視が続き、約束され

たエリート人生から脱落し社会
から白眼視される人生が待って
いました。まさに「治安維持法
下の青春」でした。なお、上記
平畑静塔は取調官から「これか
らは花蝶風月を詠めばいい」と
言われ、治安維持法が廃止され
るまでは作句しないという静か
な抵抗を貫いたそうです。

＊　　＊　　＊
京都弁護士会では、さる12

月６日（土）、シンポジウム「治
安維持法100年─歴史に学び、
未来を守る」を開催し、私も受
付「嬢」として参加しました。
上記は、このシンポの中で私が
特に印象深く聞いたことです。
シンポのアーカイブは近日、京
都弁護士会のHPでアップされ
ます。「国が戦うときに水を差
すヤツは日本人じゃない」とい
うような声が聞こえがちな今ど
き、ご視聴いただけましたら幸
いです。当日の販売コーナーで
紹介された図書等、参考文献や
映画もご紹介しておきます。

荻野富士夫著『治安維持法100
年「新しい戦中」にしないた
めに』

京都治安維持法研究会編『レジ
スタントの京都　治安維持法
下の青春』

映画「スパイの妻」黒沢清：監
督　蒼井優：主演

新村恭著『広辞苑はなぜ生まれ
たか　新村出の生きた軌跡』

野上弥生子著『迷路』『真知子』

（山下信子）

編集後記
さつきニュース45号をお届けし

ました。いかがでしたでしょうか。
夏の猛烈な暑さが嘘のように、
寒い日が始まりましたね。冬の始
まりには、「ハリー・ポッターと
賢者の石」が観たくなります。映
画館封切り初日に、わくわくしな
がら観に行ったこと、当時の最先
端の素晴らしい映像技術に感動し
て、２、３回は映画館に足を運ん
だことを懐かしく思い出します。
あれから25年以上経った我が
家では、再び空前のハリー・ポッ
ターブームが巻き起こっていま
す。我が子が、小説をきっかけに
すっかりはまってしまい、学校に
も小説を持って行き休み時間に読
んでいるようです。家では劇中歌
のヘドウィグ（ハリーのペットの
フクロウ）のテーマを弾き…文字
通り朝から晩までハリー・ポッ
ター漬けです。
皆さまは、登場人物のどなたが
お好きですか？　私は、主人公の
子ども達３人皆、好きなのですが、
「大胆不敵な」本條は、ハーマイ
オニーに似ている…と密かに思っ
ております。山下は誰に似ている
でしょうか。
新しい一年が皆さまにとって、
よい年でありますよう、心からお
祈り申し上げます。新年は2026
（令和８）年１月５日より執務開
始いたします。どうぞよろしくお
願いいたします。�  （事務局菅）




